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公共交通の利用促進について 

 

 

１ 趣 旨 

公共交通の利用促進を目的に、赤穂市総合時刻表及びＪＲ利用促進に向け

た啓発物を作成しました。 

 

２ 概 要 

⑴ 赤穂市総合時刻表の改定 

４月１日からのバス路線等の運行内容見直しに伴い、市内公共交通の時

刻表、利用方法などを掲載した赤穂市総合時刻表を改定しました。 

改定後の総合時刻表は、公民館や市民病院などの公共施設に設置しま

す。 

主な改定内容 

・バス（ゆらのすけ、ていじゅうろう、路線バス） 

停留所の新設・名称変更、運行ルート・発着時刻の変更 

・デマンドタクシー（うね・のり愛号） 

乗降場所の新設 

 

 

⑵ ＪＲ利用促進啓発ポスターの掲出 

東備西播定住自立圏域ＪＲ利用促進協議会では、ＪＲの利用促進を図るた

め、ＪＲ赤穂線・山陽本線インスタグラムフォトコンテスト２０２５受賞作

品を活用したポスターを作成し、圏域内の施設やＪＲ各駅等に掲示します。 

 

 

⑶ ＪＲ赤穂線利用啓発のぼりの掲出 

兵庫県がＪＲ赤穂線利用啓発のぼりを作成しました。今後、イベントなど

で活用します。 
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